
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
九
年
四
月
十
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
失
業
等
給
付
に
係
る
国
庫
負
担
は
、
雇
用
政
策
に
対
す
る
政
府
の
責
任
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
四
分
の

一
負
担
と
す
る
本
則
の
枠
組
み
を
堅
持
す
る
と
と
も
に
、
今
後
、
雇
用
保
険
制
度
の
安
定
的
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
で
の
雇
用
保
険
財
政
や
雇
用
失
業
情
勢
の
状
況
、
国
家
財
政
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
そ

の
在
り
方
を
適
切
に
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
失
業
等
給
付
に
係
る
雇
用
保
険
率
に
つ
い
て
は
、
弾
力
条
項
の
適
切
な
運
用

を
図
り
、
同
条
項
の
発
動
に
よ
る
保
険
料
率
の
引
上
げ
は
慎
重
に
行
う
こ
と
。

二
、
短
時
間
労
働
被
保
険
者
区
分
の
廃
止
に
よ
る
被
保
険
者
資
格
の
一
本
化
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
手
当
の
受
給
資
格
要
件
の

変
更
に
つ
い
て
、
周
知
徹
底
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
被
保
険
者
資
格
が
一
年
未
満
で
い
わ
ゆ
る
雇
止
め
に
よ
り
離
職
す
る

期
間
雇
用
者
及
び
正
当
な
理
由
が
あ
る
自
己
都
合
退
職
の
基
準
に
合
致
す
る
被
保
険
者
に
対
し
て
は
、
解
雇
、
倒
産
等
と
同

様
に
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
基
本
手
当
の
受
給
に
お
い
て
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。



三
、
特
例
一
時
金
の
引
下
げ
に
伴
っ
て
季
節
的
な
労
働
者
の
生
活
の
安
定
に
支
障
を
来
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
関
係
省
庁
や
関

係
自
治
体
等
と
も
連
携
し
つ
つ
、
季
節
労
働
者
の
通
年
雇
用
化
な
ど
積
雪
寒
冷
地
等
の
地
域
雇
用
対
策
を
一
層
強
化
し
実
効

あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
、
育
児
休
業
給
付
の
給
付
率
の
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
暫
定
措
置
期
間
が
終
了
す
る
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
継
続

に
つ
い
て
、
そ
の
在
り
方
（
育
児
休
業
基
本
給
付
金
と
育
児
休
業
者
職
場
復
帰
給
付
金
の
在
り
方
を
含
む

）
を
検
討
す
る

。

と
と
も
に
、
育
児
休
業
給
付
を
受
け
た
期
間
を
、
基
本
手
当
の
算
定
基
礎
期
間
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
周
知
・
徹

底
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
育
児
休
業
に
つ
い
て
は
、
取
得
率
が
低
い
中
小
企
業
に
対
し
、
雇
用
安
定
事
業
の
助
成
金
制
度

を
活
用
す
る
な
ど
、
取
得
促
進
の
た
め
の
対
策
を
充
実
強
化
す
る
こ
と
。

、

、

、

、

五

子
育
て
期
間
中
の
所
得
保
障
を
含
め
た
経
済
的
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
は

関
係
部
局
が
横
断
的
に

保
育
サ
ー
ビ
ス

児
童
手
当
、
出
産
手
当
等
諸
施
策
の
給
付
と
財
源
の
仕
組
み
を
総
合
的
に
検
証
し
、
早
急
に
検
討
を
行
う
こ
と
。

六
、
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
の
廃
止
に
伴
い
、
中
小
企
業
に
お
け
る
六
十
五
歳
ま
で
の
雇
用
機
会
確
保
措
置
の
進
展
に
支
障
が

な
い
よ
う
必
要
な
対
策
を
行
う
こ
と
。

七
、
雇
用
福
祉
事
業
廃
止
後
の
雇
用
保
険
二
事
業
及
び
改
正
後
の
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
に
つ
い
て
は
、
循
環
的
な
評
価
管
理



（

）

、

。

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

の
手
法
に
よ
る
目
標
管
理
を
適
切
に
行
い

引
き
続
き
不
断
の
見
直
し
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と

ま
た
、
都
道
府
県
労
働
相
談
窓
口
機
能
の
低
下
を
招
か
ぬ
よ
う
、
都
道
府
県
労
働
相
談
事
業
の
継
続
に
向
け
、
国
は
都
道
府

県
に
対
し
必
要
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
労
働
災
害
の
被
災
者
及
び
そ
の
遺
族
に
対
す
る
援
護
等
の
措
置
に
つ
い
て
、
改

正
後
の
被
災
者
等
に
従
前
の
被
災
者
等
と
の
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
同
時
に
、
労
働
保
険
事
務
組
合
が
小
規

模
事
業
所
で
働
く
労
働
者
の
労
働
保
険
の
加
入
と
定
着
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
同
組
合
の
活
動
を
奨

励
・
促
進
す
る
た
め
の
助
成
に
対
し
て
は
特
段
の
配
慮
を
す
る
こ
と
。

八
、
今
後
と
も
、
雇
用
失
業
情
勢
に
対
応
し
、
雇
用
対
策
の
効
果
的
な
実
施
に
努
め
る
と
と
も
に
、
雇
用
保
険
が
セ
ー
フ
テ
ィ

、

、

。

、

ネ
ッ
ト
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
果
た
す
よ
う
万
全
を
期
し

あ
わ
せ
て

そ
の
健
全
運
営
の
確
保
に
努
め
る
こ
と

特
に

失
業
認
定
等
の
基
本
手
当
に
係
る
制
度
や
育
児
休
業
給
付
そ
の
他
の
給
付
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態
等
を
把
握

の
上
、
不
断
に
必
要
な
改
善
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
長
期
失
業
者
等
に
対
す
る
諸
外
国
に
お
け
る
公
費
に
よ

る
補
足
的
失
業
扶
助
制
度
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
船
員
保
険
制
度
の
雇
用
保
険
制
度
及
び
労
災
保
険
制
度
へ

の
統
合
等
に
当
た
っ
て
は
、
船
員
労
働
の
特
殊
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
関
係
労
使
の
意
見
を
十
分
聴
取
し
、
制
度
の
改
変
に
伴

う
悪
影
響
が
生
じ
な
い
よ
う
慎
重
に
対
応
す
る
こ
と
。



右
決
議
す
る
。


